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講義・実習の対応について［5月 8日（月）から］ 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更に伴う方針（医学部看護学科行動

方針）についてお知らせします。 

 

【重要事項】 

 マスク着用について 

・マスク着用については、原則として個人の判断に委ねます。 

・実習施設内でのマスク着用は、引き続き継続します。 

・講義中や屋内では、マスク着用を推奨しますが、個人の判断に委ねます。 

・屋外で他者と適切な身体的距離がとれる場合や運動を行う場合（部活動も含む）の 

着用は個人の判断に委ねます。 

 

 感染対策について 

・基本的な感染対策（三密の回避、手洗いの手指衛生、換気）の励行は継続します。 
※厚生労働省等による新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づく対応が変更された場合、内容を 

見直しすることがあります。その際は、改めてお知らせします。 

 

 健康状態の記録について 

・実習前 1週間、実習期間中は、体温・健康状態を Hondanaに 1日 2回（朝・夕） 

記録してください。 

 

 体調不良時の報告について 

・発熱（37.5℃以上）を含めた感染症状がある時や体調不良時は、看護学科事務室に 

連絡してください。時間外や土日祝日の場合は、翌日または週明けに連絡してくだ 

さい。 

〈連絡先：看護学科事務室℡ 0942-31-7714(8:30～17:00)〉 

・新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ、その他の感染症の症状がある場合は 

周囲に感染を広げないために、自宅待機し、速やかに看護学科事務室に連絡してく 

ださい。 

・その他の体調不良を理由として欠席する場合は、診断書が必要です。 

 

情報の伝達は、電子シラバス（Hondana）によって行います。各自、確認してください。 

URL https://hondana.kurume-u.ac.jp 

＜＊病院 災害レベル R5.2/15～レベルⅠへ変更 現在も継続中） 



1）講義について 

・対面講義とします。これまでと同様に 1教室で、座席指定とします。 

・講義中のマスク着用は、原則として個人の判断に委ねます。 

ただし、実習室での演習、グループワークなど密になり、頻回に発言する場合は、 

マスクの着用を推奨します。 

  

2）実習について 

 ・予定どおり実施します。 

 ・実習施設によって、実習方法の変更があります。 

 ・実習施設においては、引き続きマスク着用とします。 

  ※大学病院及び医療センターの施設内においては、マスク着用することと指示されていることが理

由です。 

 

3）試験について 

 ・予定どおり実施します。 

 

4）学友会活動 

 ・届出制とします。 

  詳細は、別途通知『医学部学友会活動について』を確認してください。 

 

5）ボランティア活動・サークル活動 

・届出制とします。 

・基本的な感染対策（三密の回避、手洗いなどの手指衛生、換気）の励行は継続して 

ください。 

 

6）会食・集会について 

 ・通常どおりとします。 

 ・学内での昼食も通常どおりとします。 

 ・基本的な感染対策（三密の回避、手洗いなどの手指衛生、換気）の励行は継続して 

ください。 

 

7）アルバイトについて 

 ・届出制とします。 

 ＊実習開始 1週間前から、実習終了までアルバイトは禁止します。 

 

8）研修会への参加及び国内移動について 

 ・通常どおりとします。 

 

9）国内旅行及び国外旅行について 

 ・通常どおりとします。 

 

10）病院見学等について 

・就職・採用試験に関わるもの（インターンシップを含む）は届出制とします。 

＊看護学科事務室へ事前に（遅くとも 1週間前まで）連絡してください。 



11）キャンパス施設の利用について 

〇看護学科構内 

・通常どおり、全学年の利用を許可します。利用のルールを遵守してください。 

・基本的な感染対策（三密の回避、手洗いなどの手指衛生、換気）の励行は継続して 

ください。 

 

〇医学図書館 

・全学年、図書の貸し出し及び自主学習を許可します。 

 

〇基礎 3号館 

コンピュータ実習室：全学年の利用（自主学習を含む）を許可します。 

         利用ルールを遵守してください。 

ホール・ミーティングルーム：全学年の利用を許可します。 

 

〇体育施設（クラブハウス、体育館、プール、グラウンド、弓道場、武道場、 

テニスコート、ソフトボール場等） 

・事前の申請により使用を許可します。 

 

〇大学病院（コンビニなども含む） 

 臨地実習及び受診以外の目的での立ち入りは禁止します。 

 

12）届出方法について 

〇届出制の様式は 2023年 3月 20日より新規の書式にしています。 

様式：アルバイト届 

様式：病院見学・採用試験等届 

＊届出制の場合は、事務室で受理した後の掲示はありません。 

 

〇学友会活動の届出先は、医学部教務課です。 

〇ボランティア活動（はなみづき）やサークル活動（手話、レピーフ）の届出先は、看

護学科事務室です。 


